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その訪問業者、本当に大丈夫？

このままだと雨漏りしますよ？

今、「よくわからない、高額な工
事の契約をさせられた」等の被害
が増えています！

※ クーリングオフとは訪問販売等で契約した場合、契約書類を交付
された日から８日以内は契約解除できる制度のこと。
この字よりも大きなもの（８ポイント以上）で赤字で書かれたも
のでしかクーリングオフ制度を記載しているとみなされません。

② 契約する時は・・・もう一度確認しましょう！
・ 相手の身分証（会社名等）や連絡先を確認したか

・ クーリングオフ制度を充分に理解できたか
・ 契約内容が記載された書面を受け取っているか

① まず契約前に・・・確認しましょう！
・ 本当に必要な工事なのか
・ 代金が高額すぎないか
・ 契約内容の説明に嘘がないか

【👇特に重要👇】
工事とは関係ない個人情報を聞かれても答えないよう

にしましょう！

必要のない勧誘はきっぱりと
断ることが重要です！


